
            日　時　  平成 23年 10月 7日（金）9：30～ 11：30
         場　所　  国際日本文化研究センター   セミナー室 1
　     講　師　 骨董通り法律事務所　弁護士  福井 健策　

　     各機関で制作した出版物や、講演会・プレゼンテーションなどに使用した資料をホームページ
       上で公開する場合の著作権処理などについて解説します。
       また、著作権をめぐる最新動向についても、 特にフェアユース規定の導入可能性を中心に解説します。

                                          具体的には・・・

　                                          ・執筆者から許諾を得る要否や範囲、方法
　                                          ・出版社との間の権利処理
　                                          ・ホームページでの公開が著作権侵害とみなされた場合の法的な罰則や判例
　                                          ・公開する著作物中に他者の著作からの引用がある場合の扱い　
                                             ・公開にあたり、著作物中の図版に関しては著作権者のみならず、所有者か
                                               らも許諾を得る必要があるか　　　　        など 

                           大学共同利用機関法人人間文化研究機構知的財産管理室事業の一環として、知的財産に関す

                           る知識の普及と、教職員の理解を深めるとともに、知的財産の活用を図ることを目的とする。

                           人間文化研究機構本部及び機構が設置する次の大学共同利用機関の教職員

                                                ・国立歴史民俗博物館　    ・国文学研究資料館　 ・国立国語研究所

                                                ・総合地球環境学研究所　・国立民族学博物館　・国際日本文化研究センター

                           人間文化研究機構
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趣  旨

背景図：日文研データベース貴重書 『Atlas Japanensis』1679:Montanus, Amoldus ; http://shinku.nichibun.ac.jp/kichosho/new/rare_bookslist.

ホームページによる出版物等の公開に伴う
著作権処理について


